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す
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赤
福
餅
及
び
御
福
餅
の
偽
装
表
示
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

赤
福
餅
及
び
御
福
餅
の
偽
装
表
示
が
相
次
い
で
発
覚
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
製
造
者
の
責
任
の
み
な
ら
ず
、
偽
装
を
見
逃
し
、
ま
た
は
知
り
な
が
ら
放
置
し
て
き
た
、
国
及
び
県

の
監
督
の
あ
り
か
た
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
き
政
府
の
答
弁
を
求
め
る
。

一

株
式
会
社
赤
福
（
以
下
「
赤
福
」
と
い
う
。
）
及
び
有
限
会
社
御
福
餅
本
家
（
以
下
「
御
福
」
と
い
う
。
）
は
、
農
林
物

資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
と
い
う
。
）
又
は
食
品
衛
生
法
違
反
の
行
為
を
理

由
に
、
営
業
禁
止
、
改
善
策
の
報
告
の
提
出
等
の
処
分
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
Ｊ
Ａ

Ｓ
法
違
反
に
当
た
る
「
ま
き
直
し
」
（
商
品
を
冷
凍
保
管
し
、
必
要
に
応
じ
て
解
凍
、
再
包
装
を
し
、
こ
の
再
包
装
を
し
た

日
を
新
た
な
製
造
年
月
日
と
す
る
こ
と
）
は
、
赤
福
に
お
い
て
、
約
三
十
年
以
上
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
行
政

は
、
赤
福
及
び
御
福
の
違
反
行
為
を
長
年
に
わ
た
っ
て
見
逃
し
て
き
た
と
い
え
る
。
農
林
水
産
省
、
三
重
県
等
の
行
政
機
関

が
こ
う
し
た
違
反
行
為
を
長
年
に
わ
た
っ
て
見
逃
し
て
き
た
原
因
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

赤
福
が
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
三
重
県
の
伊
勢
保
健
所
及
び
伊
勢
保
健
所
以
外
の
関
係
部
局

一



（
健
康
福
祉
部
及
び
農
水
商
工
部
等
）
、
農
林
水
産
省
東
海
農
政
局
及
び
名
古
屋
市
が
把
握
し
た
時
期
、
契
機
及
び
法
律
違

反
と
判
断
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

赤
福
餅
の
「
ま
き
直
し
」

�

赤
福
餅
又
は
朔
日
餅
の
不
適
正
な
原
材
料
表
示

�

赤
福
餅
の
（
「
ま
き
直
し
」
以
外
の
）
製
造
年
月
日
表
示
の
改
ざ
ん
及
び
消
費
期
限
表
示
の
改
ざ
ん

�

赤
福
餅
の
製
造
年
月
日
及
び
消
費
期
限
の
先
付
け

�

店
頭
売
れ
残
り
を
含
む
回
収
さ
れ
た
赤
福
餅
の
餡
（
む
き
あ
ん
）
と
餅
（
む
き
も
ち
）
の
再
利
用

三

新
聞
報
道
（
中
日
新
聞
（
平
成
十
九
年
十
月
十
三
日
付
朝
刊
）
等
）
に
よ
る
と
、
伊
勢
保
健
所
は
、
平
成
七
年
に
食
品
衛

生
法
に
基
づ
く
商
品
表
示
が
「
製
造
年
月
日
」
か
ら
「
期
限
表
示
」
に
切
り
替
わ
っ
た
際
に
、
赤
福
か
ら
の
「
製
造
し
て
す

ぐ
に
出
荷
す
る
も
の
と
、
冷
凍
し
た
後
に
出
荷
す
る
二
工
程
が
あ
る
が
、
冷
凍
の
場
合
は
い
つ
の
日
を
（
製
造
の
）
基
準
日

と
し
た
ら
よ
い
か
」
と
い
う
内
容
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
「
食
品
衛
生
法
上
は
解
凍
日
が
基
準
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
答
え
た
と
さ
れ
る
が
、
事
実
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
回
答
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

平
成
十
九
年
十
一
月
七
日
の
三
重
県
知
事
記
者
会
見
に
よ
る
と
、
伊
勢
保
健
所
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
が
改
正
さ
れ
た
平
成
十
二

二



年
頃
に
は
、
赤
福
が
「
ま
き
直
し
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

赤
福
が
「
ま
き
直
し
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
伊
勢
保
健
所
は
平
成
十
二
年
に
把
握
し
て
い
た
の
は
、
事
実
か
。

�

平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
伊
勢
保
健
所
は
、
三
重
県
の
関
係
部
局
又
は
農
林
水
産
省
等
に
「
ま
き
直
し
」

の
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
違
反
又
は
食
品
衛
生
法
違
反
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
を
し
た
か
。
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
た
ら
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

�
に
つ
い
て
、
伊
勢
保
健
所
が
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
三
重
県
の
関
係
部
局
又
は
農
林
水
産
省
等
は
い

か
な
る
対
応
を
し
た
の
か
。

五

新
聞
報
道
（
中
部
読
売
新
聞
（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
一
日
付
朝
刊
）
）
に
よ
る
と
、
三
重
県
伊
勢
保
健
所
は
、
赤
福
に

毎
年
一
回
立
入
検
査
を
行
い
、
ま
た
、
平
成
十
九
年
一
月
に
、
赤
福
が
消
費
期
限
の
改
ざ
ん
を
行
っ
て
い
る
と
の
情
報
を
得

た
上
で
、
立
入
検
査
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
九
年
一
月
の
立
入
検
査
の
際
、
伊
勢
保
健
所
は
、
赤
福
か
ら
ど
う
い
っ
た
説
明
を
受
け
た
の
か
。
ま
た
、
伊
勢

保
健
所
が
、
赤
福
の
説
明
を
認
め
、
食
品
衛
生
法
違
反
は
な
い
と
し
た
の
は
何
故
か
。

三



�

伊
勢
保
健
所
は
、
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日
に
赤
福
に
対
す
る
無
期
限
営
業
禁
止
処
分
を
決
定
し
た
が
、
何
故
、
伊
勢

保
健
所
は
、
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日
よ
り
前
に
、
消
費
期
限
の
改
ざ
ん
等
食
品
衛
生
法
違
反
の
事
実
を
確
認
で
き
な

か
っ
た
の
か
。

六

赤
福
が
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
大
阪
市
及
び
農
林
水
産
省
近
畿
農
政
局
が
把
握
し
た
時
期
、

契
機
及
び
法
律
違
反
と
判
断
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

赤
福
餅
の
「
ま
き
直
し
」

�

赤
福
餅
又
は
朔
日
餅
の
不
適
正
な
原
材
料
表
示

�

赤
福
餅
の
（
「
ま
き
直
し
」
以
外
の
）
製
造
年
月
日
表
示
の
改
ざ
ん
及
び
消
費
期
限
表
示
の
改
ざ
ん

�

赤
福
餅
の
製
造
年
月
日
及
び
消
費
期
限
の
先
付
け

�

店
頭
売
れ
残
り
を
含
む
回
収
さ
れ
た
赤
福
餅
の
餡
（
む
き
あ
ん
）
と
餅
（
む
き
も
ち
）
の
再
利
用

七

新
聞
報
道
（
大
阪
読
売
新
聞
（
平
成
十
九
年
十
月
二
十
一
日
付
朝
刊
）
等
）
に
よ
る
と
、
大
阪
市
は
平
成
十
六
年
七
月
頃

に
「
赤
福
が
大
阪
工
場
で
商
品
の
リ
パ
ッ
ク
（
再
包
装
）
を
し
て
い
る
」
と
の
情
報
を
得
た
上
で
、
赤
福
の
大
阪
工
場
を
検

査
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
際
、
再
包
装
の
事
実
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら

四



か
に
さ
れ
た
い
。

�

大
阪
市
が
、
平
成
十
六
年
に
、
赤
福
の
食
品
衛
生
法
違
反
に
当
た
る
行
為
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
理
由

�

大
阪
市
は
、
本
件
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
、
三
重
県
等
に
連
絡
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由

�

農
林
水
産
省
及
び
厚
生
労
働
省
は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
又
は
食
品
衛
生
法
違
反
に
当
た
る
行
為
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
大
阪

市
の
�
の
対
応
は
、
妥
当
と
考
え
る
か
。

八

赤
福
が
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
農
林
水
産
省
本
省
が
把
握
し
た
時
期
、
契
機
及
び
法
律
違
反

と
判
断
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

赤
福
餅
の
「
ま
き
直
し
」

�

赤
福
餅
又
は
朔
日
餅
の
不
適
正
な
原
材
料
表
示

�

赤
福
餅
の
（
「
ま
き
直
し
」
以
外
の
）
製
造
年
月
日
表
示
の
改
ざ
ん
及
び
消
費
期
限
表
示
の
改
ざ
ん

�

赤
福
餅
の
製
造
年
月
日
及
び
消
費
期
限
の
先
付
け

�

店
頭
売
れ
残
り
を
含
む
回
収
さ
れ
た
赤
福
餅
の
餡
（
む
き
あ
ん
）
と
餅
（
む
き
も
ち
）
の
再
利
用

九

新
聞
報
道
（
東
京
新
聞
（
平
成
十
九
年
十
月
十
三
日
付
朝
刊
）
）
に
よ
る
と
、
「
「
食
品
表
示
�
�
�
番
」
に
は
、
内
部

五



告
発
な
ど
の
情
報
提
供
が
六
月
以
降
急
増
。
・
・
・
今
回
の
赤
福
の
発
覚
に
も
つ
な
が
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て

は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

赤
福
が
製
造
年
月
日
の
改
ざ
ん
等
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
違
反
に
当
た
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
農
林
水
産
省
が
認

識
し
た
時
期
及
び
契
機

�

�
の
時
期
か
ら
、
赤
福
に
対
す
る
不
適
正
表
示
に
対
す
る
措
置
を
発
表
し
た
平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
ま
で
の
間
の
農

林
水
産
省
の
対
応

十

御
福
が
御
福
餅
の
製
造
年
月
日
の
改
ざ
ん
及
び
不
適
正
な
原
材
料
表
示
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
三
重
県
の
伊
勢
保
健
所
及

び
伊
勢
保
健
所
以
外
の
関
係
部
局
（
健
康
福
祉
部
及
び
農
水
商
工
部
等
）
、
農
林
水
産
省
東
海
農
政
局
及
び
農
林
水
産
省
本

省
が
把
握
し
た
時
期
、
契
機
及
び
法
律
違
反
と
判
断
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

新
聞
報
道
（
朝
日
新
聞
（
平
成
十
九
年
十
月
三
十
日
付
夕
刊
）
等
）
に
よ
る
と
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日
に
御
福

餅
本
家
代
表
取
締
役
小
橋
氏
が
農
林
水
産
省
東
海
農
政
局
三
重
農
政
事
務
所
に
、
御
福
餅
の
製
造
年
月
日
及
び
消
費
期
限
の

改
ざ
ん
等
不
適
正
表
示
に
つ
い
て
相
談
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
十
一
月
五
日
（
御
福
に
対
す
る
措
置
が
公
表
さ
れ
た
日
）
ま
で
の
農
林
水
産
省
及
び

六



三
重
県
の
対
応

�

平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日
よ
り
前
に
、
農
林
水
産
省
又
は
三
重
県
に
対
し
、
御
福
餅
の
不
適
正
表
示
に
関
す
る
相
談

又
は
情
報
提
供
は
な
か
っ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

七


